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図Ⅱ－39

総合農協の事業別総利益の推移

（単位：億円、％）

資料：農林水産省「平成18事業年度総合農協統計表」
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８ 農業と食品産業との連携
（１）食品産業の動向

食品産業は、国内生産額の10％を占める重要な産業

食料産業（農・漁業＋食品産業等）の国内生産額（平成17年）は約102兆円で、全産業

における国内生産額（約949兆円）の約11％となっている 、このうち食品産業（食品製。

造業、食品流通業及び外食産業）は約90兆円で、食料産業の約88％、全産業の約10％を

占めている（農林水産省「平成17年度農業・食料関連産業の経済計算 。」）

なかでも、東北地域の食品製造業は、事業所数、従業員数、出荷額それぞれが全製造

業の２割弱を占め、水産物加工業をはじめとする豊富な地場産品を原料とする加工業が

地域の重要な産業となっており、今後は地域における農林水産業との連携を通じて食品

産業の活性化を図ることが課題となっている。

東北地域における食品製造業の出荷額は１兆9,303億円で、水産・畜産食品の割合が高い

17年の全製造業に占める食品製造業の割合を事業所数、従業員数及び出荷額で全国と

比較してみると、東北地域はいずれの項目においても全国平均を上回っている。

また、各地域の豊富な食材を活用した製品づくりを行ってきていることと相まって地

域の雇用の場として地域経済にも大きく貢献している重要な産業となっている（表Ⅱ－5

7 。）

東北地域における食品製造業の出荷額１兆9,303億円を品目別にみると、水産食料品

4,676億円 構成比24.2％ 畜産食料品4,293億円 同22.2％ が特に高い状況にある 表（ ）、 （ ） （

Ⅱ－58 。）

東北地域における食品製造業の推移をみると、事業所数、従業者数は低下傾向にある

（表Ⅱ－59 。）

表Ⅱ－57

食品産業の概況（平成17年）

（単位：か所、人、億円、％）

資料：経済産業省「工業統計表 （産業編：従業者数4人以上の事業所、17年版 「商業統計表 （16年版）」 ）、 」

注：1) 食品製造業は、従業者数４人以上の事業所の集計値。

2) この表において、食品製造業とは、日本標準産業分類の「食料品製造業」と「飲料・たばこ・飼料製

造業」を合わせたものをいう。

東北 全国 東北/全国 東北 全国 東北/全国 東北 全国 東北/全国

19,403 276,716 7.0 651,154 8,159,364 8.0 169,927 2,958,003 5.7

4,241 39,065 10.9 119,058 1,207,302 9.9 27,329 323,435 8.4

全製造業に占める割合 21.9 14.1 18.3 14.8 16.1 10.9

7,715 84,539 9.1 74,275 887,159 8.4 64,276 863,898 7.4

42,144 444,596 9.5 245,060 3,151,037 7.8 32,803 413,342 7.9

事 業 所 数 常 時 従 業 員 数 年 間 販 売 （ 出 荷 ） 額

食 料 品 卸 売 業

食 料 品 小 売 業

区 分

全 製 造 業

食 品 製 造 業
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表Ⅱ－58

食品製造業の品目別出荷額（平成17年）

（単位：億円、％）

資料：経済産業省「工業統計表（品目編 （従業者４人以上の事業所、17年版））」

注： この表において、食品製造業とは、日本標準産業分類の「食料品製造業」と「飲料製造業」を合わせたも

のをいう。

表Ⅱ－59

食品製造業の推移（平成17年）

（単位：人、億円、％）

資料：経済産業省「工業統計表 （産業編：従業者数４人以上の事業所、17年版 「商業統計表 （16年版）」 ）、 」

注：1) 食品製造業は、従業者数４人以上の事業所の集計値。

2) この表において、食品製造業とは、日本標準産業分類の「食料品製造業」と「飲料・たばこ・飼料製

造業」を合わせたものをいう。

平成15年 16 17 平成15年 16 17 平成15年 16 17

東北（Ａ） 4,500 4,234 4,241 123,071 120,201 119,058 27,825 28,448 27,329

全国（Ｂ） 41,225 38,600 39,065 1,235,438 1,213,043 1,207,302 330,677 334,289 323,435

Ａ／Ｂ 10.9 11.0 10.9 10.0 9.9 9.9 8.4 8.5 8.4

27.3 28.4 28.1 6.2 6.7 6.4参考（一事業所当たり：東北）

事 業 所 数 常 時 従 業 者 数 年 間 販 売 （ 出 荷 ） 額
区 分

　区　　　　　分　 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東 北
東 北
構成比

全 国
全 国
構成比

東北／
全国

畜産食料品 826 1,193 751 277 754 492 4,293 22.2 45,265 16.5 9.5

水産食料品 1,012 599 2,615 45 37 368 4,676 24.2 30,897 11.3 15.1

野菜缶詰・果実缶詰・
農産保存食料品

93 68 36 38 338 247 820 4.2 8,242 3.0 9.9

調味料 198 38 86 46 71 88 527 2.7 17,365 6.3 3.0

精穀・製粉 63 127 189 86 114 111 690 3.6 12,448 4.5 5.5

パン・菓子 159 307 561 155 500 329 2,011 10.4 40,096 14.6 5.0

動植物油脂 10 24 41 0 26 0 101 0.5 6,281 2.3 1.6

その他食料品 295 517 1,207 305 826 949 4,099 21.2 56,666 20.7 7.2

清涼飲料・茶・コー
ヒー

119 23 12 4 266 52 476 2.5 19,167 7.0 2.5

酒類 53 74 848 256 139 240 1,610 8.3 37,469 13.7 4.3

計 2,828 2,970 6,346 1,212 3,071 2,876 19,303 273,896
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容器包装リサイクル法の取組状況

「 」（ ）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律 容器包装リサイクル法

は、平成７年12月から段階的に施行され、この間、市町村による分別収集量はペットボ

トル、プラスチック製容器包装を中心に増加傾向にあり、一般廃棄物の最終処分量の減

量と最終処分場の残余年数に一定の改善が見られている。しかしながら、家庭ゴミの排

出抑制が不十分なこと、容器包装廃棄物の分別収集・選別保管に伴う市町村の負担が増

加していること、特定事業者が負担する再商品化委託費が増加していることなどの状況

に対応し、容器包装廃棄物のさらなる排出抑制の推進とリサイクルに要する社会全体の

コストの抑制等を目指し、18年６月に改正容器包装リサイクル法が成立し、同年12月か

ら段階的に施行されている（図Ⅱ－40 。）

図Ⅱ－40

改正容器包装リサイクル法のポイント

容器包装リサイクル法にかかる再商品化義務を負う特定事業者への調査指導として、

容器包装廃棄物リサイクルシステム点検指導事業を実施している。そのなかで、再商品

化義務不履行者（ただ乗り事業者）と疑われる事業者に対し報告の徴収等を実施し、再

商品化義務があると確認ができた事業者で義務を履行しない事業者について、履行に向

けた指導を行っているところであり、さらに、勧告、公表等の法的措置を順次実施する

予定としており、ただ乗り事業者の解消に向けて取組を進めている。

　消費者の意識向上・事業者との連携の促進
容器包装廃棄物排出抑制推進員制度の創設

　事業者に対する排出抑制を促進するための措置の導入

［平成19年４月施行］ 容器包装多量利用事業者に対する取組状況報告義務づけ

　事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設

［平成20年４月施行］

　再商品化義務不履行事業者に対する罰則の強化

いわゆるただ乗り事業者に対する罰則の強化

［平成18年12月施行］

　円滑な再商品化に向けた国の方針の明確化

［平成18年12月施行］

事業者間の
公平性の確保

容器包装廃棄物の
円滑な再商品化

容器包装廃棄物の
排出抑制の促進

（レジ袋対策等）

使用済みペットボトルの国外流出にかんがみ、再商品
化のための円滑な引き渡しについて基本方針に追加

市町村の分別収集による再商品化の合理化への寄与の
程度を勘案して算定される額を事業者が市町村に拠出

質の高い分別収集・
再商品化の推進
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食品リサイクルの取組状況

13年５月に施行された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 （食品リサイ」

クル法）の一部が19年12月に改正され、食品廃棄物等多量発生事業者に対し、食品廃棄

物等の発生量及び再生利用等の状況についての定期報告義務が課せられた。

具体的には、前年度の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の者が報告することとなっ

ており、初回は20年度分を21年６月まで農林水産大臣に報告することとなる。

このため、管内の食品関連事業者に対しては、法にかかる啓発指導を行うとともに、

食品循環資源の再生利用等の状況について確認する食品循環資源再生利用等促進事業を

地方農政事務所とともに実施し、19年度は約２千件の調査・点検を行った。

なお、食品リサイクルを受託する受け皿として、東北管内では20年１月末現在で13件

の大臣登録を受けた再生利用事業場がある（表Ⅱ－60 。）

表Ⅱ－60

登録再生利用事業者一覧

注：1) 食品循環資源とは、食品廃棄物のうち肥料、飼料等に利用される有用なもの。

2) 食品関連事業者とは、食品製造業、食品卸売業、小売業、レストラン等飲食店業及び

政令で定める沿海旅客海運業、内陸水運業、結婚式場業、旅館業。

3) 再生利用等とは、食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用、熱回収、減量等に取り組むこと。

県名 事　業　者　名 登録年月日 再生利用事業の内容

青森 　相和物産　株式会社 H19.11.28 　肥料化事業　

岩手 　有限会社　オーガニック金ヶ崎 H19.3.15 　肥料化事業　

岩手 　有限会社　岩手環境事業センター H19.10.1 　肥料化事業　

岩手 株式会社バイオマスパワーしずくいし H18.11.8 メタン化事業

宮城 　株式会社　新興 H15.6.30 　肥料化事業　

宮城 　日本環境　株式会社 H16.12.20 　肥料化事業　

宮城 　あさひな　農業協同組合 H17.4.15 　肥料化事業　

宮城 　株式会社　ダスト栗原 H17.11.28 メタン化事業

宮城 　ジャパンサイクル　株式会社 H19.3.13 　肥料化事業　

山形 　株式会社　丹野 H19.3.15 　肥料化事業　

福島 　株式会社　辰巳屋 H19.3.15 　肥料化事業　

福島 　株式会社　平和物産 H18.3.30 　肥料化事業　

福島 　株式会社　ジーセブン H18.3.30 　肥料化事業　



- 130 -

農業・食品産業の持続的な発展Ⅱ

（２）食料産業クラスター形成に向けた取組

地域の食材を活用した新製品開発による農林水産業の活性化が期待される

地域の農林水産物を活用した新製品開発は、地域の食品製造業のみならず、原材料の

供給側である農林水産業の活性化の起爆剤となる可能性を秘めており、これまで数々の

取組が行われてきている。

現在、農林水産省では 「食料産業クラスター展開事業」によりこの取組を支援してい、

る。この事業は、各県や各地域において、地域の食材、人材、技術その他を効率的に結

びつけ、地域に密着した食品産業の振興を図るために、食品産業、農業、その他関連業

種等による連携、いわゆる食料産業クラスターの形成を推進するもので、これにより、

産学官や異業種の交流が図られ、地域の食品産業、農林水産業の活性化、地域経済の発

展が期待される（表Ⅱ－61 。）

表Ⅱ－61

平成19年度食料産業クラスター展開事業（東北）

開　発　商　品

岩手県産(株)
山ぶどう、
ブルーベリー使用のパウンドケーキ

(株)長根商店 きのここんにゃく（刺身用、焼き肉用）

気仙沼ほてい(株) モウカ鮫の角煮（レトルト食品）

（有）花蓮堂
かぼちゃの無添加シフォンケーキ、
パンプキンパイ

はたけなか製麺（株） 松島産アカモクと国産小麦使用の白石温麺

（株）阿部長商店 秋刀魚由来の青色色素とコラーゲン等のゼリー

（株）きちみ製麺 蔵王高原産小麦使用の手延べ白石温麺

グリーンライブ（株） 塩釜産アカモク漬け

①紅大豆のさくら豆乳

②紅大豆入りおからドーナッツ

ＪＡ鶴岡 だだちゃ豆の豆乳、豆腐、プリン、パスタ

①神代豆のパック入り発芽大豆

②神代豆の葉茎のお茶

（有）内外ファーム 庄内メロンの赤白セットワイン

さくらんぼ、ラ・フランス、
もも（恋香桃）の果実入りリキュール

お手軽チューブ入り「出羽燦々」味噌酒粕

（株）いの食品 味付け米沢牛・牛骨スープ入り揚げ玉こんにゃく

（有）新田食品 いずみた里芋の煮物用団子

（株）米沢食肉公社 米沢牛入り、米沢一番豚入り青菜漬の冷凍食品

（有）尾花沢食品 六沢大根の浅漬風いぶり大根

（株）タスクフーズ 上和田米等を使用したレトルト食品「ごちそう粥」

（株）仁藤商店

アヒコファインテック（株）

山形県酒類卸（株）

開発のコア企業・団体

いわて食料産業クラスター協議会

宮城県食料産業クラスター全体協議会

やまがた食産業クラスター協議会
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＜事例＞

食料産業クラスター形成による新製品開発の取組［岩手県・矢巾町］

いわて食料産業クラスター協議会は、県内の食品企業、食品関

係団体、生産者団体等で組織されており、県内の食品産業と農林

水産業の振興のため、様々な活動を行っている。

平成17年度、会員企業の岩手県紫波郡矢巾町の特産品販売業社

が中心となり、食料産業クラスター事業により県産の牛乳とずん

だ（枝豆）を原料としたジャムの開発を実施した。

原料は西和賀農業協同組合等が供給、製品試作は岩手県西和賀

町の牛乳・乳製品製造業者が実施、試作品の市場テストは中心企

業の岩手県紫波郡矢巾町の特産品販売業社が同社のアンテナショップの来場者を対象に実施

するなど各社が連携して製品開発を行った。

製品は県産の素材にこだわったジャムとして、18年５月に発売。同社のアンテナショップ

での販売や通信販売により順調に売上を伸ばしている。

19年４月には、姉妹品として「にんじん 「かぼちゃ」を使用したジャムが発売され、さら」

に売上げを伸ばしている。

（３）地域資源を活用した食品産業の取組

東北地域で農林水産物を活用した事業計画は18件

地域間格差の拡大が懸念されるなか、地域がそれぞれの強みを活かして自立的・持続

的な成長を実現していくことが重要である。このことから、産地の技術、農林水産品、

観光資源といった地域の特徴ある産業資源（地域資源）は、域外への事業展開において

差別化の要素となり得るものであるため、地域経済の主体である中小企業の地域資源を

活用した創意ある取組を推進し、それを核として地域資源の価値向上（ブランド化等）

を図り、地域の強みを活かした産業を形成・強化していく必要がある。

しかしながら、地域中小企業にとっては、市場調査、商品企画、商品開発、販路開拓

等に必要なノウハウや人的ネットワーク、資金、人材を確保することが容易でなく、域

外市場を狙った新商品等の開発・事業化が実現されにくい状況がある。また、地域ブラ

ンドの確立など、地域全体で地域資源の価値を高めていくことは容易ではない、などの

課題が存在している。

こうしたことから、19年度から「中小企業地域資源活用プログラム」により ”売れる、

商品づくり”を目的として、域外市場を狙った新商品等の開発・事業化に対する支援や

地域資源を活用した新たな取組の掘り起こしや地域資源の価値向上（ブランド化等）に

対する支援を行っている。

19年度、東北地域では31件（農林水産物を活用したもの18件、鉱工業品及びその技術

を活用したもの11件、観光資源を活用したもの２件）の事業計画が認定された （表Ⅱ－

62 。）
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表Ⅱ－62

「中小企業地域資源活用プログラム」平成19年度事業認定計画（農林水産物）

地域名 事　業　名 法認定事業者

岩手県釜石市
チョウザメを種苗・育成・採卵まで一貫生産することによ
り、最高品質のフレッシュキャビアを日本国内では初めて
の生産を行う。

釜石キャビア株式会社

岩手県釜石市
海藻脂質（フコキサンチン）による抗肥満作用を有する機
能性食品の開発

協同組合マリンテック釜石

岩手県奥州市
日本初、乳酸菌生成エキス入り、プレーンヨーグルトの製
造販売

石川食品株式会社

宮城県栗原市
安全・安心を確立した菌床栽培しいたけ100％を原材料と
する加工食品の製造及び販売

農事組合法人水鳥

宮城県気仙沼市
日本で初めて「魚肉100％の無添加無着色生・薫製ハム／
ソーセージ」の開発・製造

株式会社フジミツ岩商

宮城県石巻市
畜肉ハンバーグと同じ食感が出せる、お魚ハンバーグ（サ
バ）の開発・販売

株式会社遠藤商店

秋田県湯沢市
地域野菜や果物を活用した業界注目シェフ”菅”のドレッ
シングシリーズ確立と新シリーズの開発

あお葉フーズ

山形県上山市
県産ぶどう（デラウエア種）を使った微発砲ワインの製
造・販売

有限会社タケダワイナリー

山形県鶴岡市
素材の魅力をそのまま持続させた「だだちゃ豆」加工品開
発販売事業

鶴岡市農業協同組合

福島県猪苗代町
「磐梯山」の伏流水と「会津身不知柿」の特性を活かした
乳製品の開発・販売

有限会社旭乳業販売

福島県郡山市
福島県産米を原材料とした、無加糖ストレート甘酒（ＰＥ
Ｔボトルタイプ・常温流通）の製造・販売～健康指向者
層・スポーツアスリート向け”飲む点滴”の用途開発～

株式会社宝来屋本店

青森県弘前市
いつでもどこでもおしゃれ感覚で味わえるりんご加工品
「りんごｄｅチュ」の開発と販路開拓

有限会社ディアーナ

宮城県角田市
牛乳を使った、食べても太りにくい栄養機能性スィーツの
開発とブランド確立

宮城製粉株式会社

宮城県石巻市 鯨の特性を活かした新たな食品の開発と販路拡大 株式会社木の屋石巻水産

宮城県気仙沼市 栄養豊富なかつおを活用したナゲットの開発・販売 株式会社マルタフーズ

秋田県秋田市

世界自然遺産の白神山地から創出される白神乳酸菌《作々
楽》発酵甘酒をはじめ、しょっつる、清酒など秋田の特産
品を調味料とした、秋田県産水産物の加工品開発と販売を
行う。

三宝食品株式会社

秋田県秋田市
秋田県産米や大豆の穀類相乗効果を利用した日本で初めて
の生理機能を持つ栄養補助食品の開発

株式会社四季菜

山形県米沢市
完全管理型トレーサビリティシステムを活用した米沢牛加
工食品の開発

株式会社米沢食肉公社
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（４ 「地域団体商標」を活用した地域ブランド化の取組）

知的財産の活用により地域活性化、競争力強化を高めることが必要

農林水産分野における知的財産は、植物の新品種をはじめ、研究開発の成果、農林水

産業の技術ノウハウ、家畜の遺伝資源、農産物や地域食品の商標など多岐にわたり、そ

れらの知的財産を農林水産業・食品産業の競争力強化と地域活性化につなげていくこと

が必要であるとの認識から、農林水産省では平成19年３月に農林水産省知的財産戦略を

策定した。

管内の各産地では、輸入農産物を含めた他地域の農産物といかに差別化を図り、消費

者の購入意欲を高めるかが課題となっていることから、18年４月から導入された地域の

名称と商品（役務）からなる商標である「地域団体商標」を活用した地域ブランド化の

取組が重点的に進められている（図Ⅱ－41 。）

東北農政局においては19年７月に東北経済産業局と連携のもと、知的財産相談窓口を

設置し、農林水産分野における知的財産に関する相談への対応、関係者等への知的財産

制度等の説明を行った。

図Ⅱ－41

管内の地域団体商標(農水産物)

注：平成20年３月11日現在
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９ 新技術の開発・普及
、 。東北の農業生産をより振興していくためには 新品種・新技術の開発が不可欠である

東北農業研究センター等各研究機関においてこれらの開発を進めてきている。

普及されている主な技術、品種

○ 猛暑により発生する米の胴割れを軽減できる栽培技術

水稲の登熟初期の高温により米にひびが入り、品質の低下の原因となる「胴割れ米」

の発生を軽減するために、ほ場内地温を下げるための水管理や登熟期間の葉色が過度に

低下しないような適切な追肥を行うなど、地球温暖化適応策に関する技術として注目さ

れている。

○ 気象予測データを利用した情報Ｗｅｂシステム

冬の寒さを利用する「寒締めホウレンソウ」の計画的な出荷に役立てるため、気象予

測データを利用した寒締めホウレンソウの生育予測情報をＷｅｂ上で提供するシステム

を開発した。また、17年からは気象予測データを用い、水稲の他に寒締めホウレンソウ

等の生育・警戒情報を合わせた「気象予測データを用いた農作物被害軽減状況」を同時

に東北農業研究センターのホームページで提供している。

○ 新品種の育成

東北農業研究センターでは、東北地域中北部で生産可能な飼料イネ「べこごのみ 、モ」

ザイク病・倒伏に強い納豆専用の極小粒大豆「すずほのか」を育成した。

また、宮城県古川農業試験場では、山間高冷地に適した水稲「やまのしずく」及び「

ゆきむすび」を、秋田県農林水産技術センター果樹試験場では、早生のりんご「秋田紅

」 、 、 「 」ほっぺ を 福島県農業総合センターでは 10月上中旬に収穫するそば 会津のかおり

「 」 （ ）。及び中山間地での露地栽培に適したりんどう ふくしましおん を育成した 表Ⅱ－63
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表Ⅱ－63

近年育成された新品種の概要

注：19年に種苗法に基づき品種登録の出願が公開された品種。

これから普及を図る主な技術

○ 小麦の冬期播種栽培技術

水稲や大豆の収穫作業との競合を回避する秋播性小麦の冬期播種栽培技術。播種量は1

0～15kg／10ａ、窒素施肥は８～10kg／を播種同時に側条施用する。側条施肥により収量

・品質が向上し、雑草の抑草も可能となる。加工特性は秋播慣行並を確保している。

○ ２条植えヤマノイモ移植機の開発

作畝、移植、マルチの各作業を同時に行う本機は、慣行と同等の精度で作業が可能と

なり、作業能率は2.2時間／10ａで慣行と比較して60％の省力化が可能となる。

○ キュウリホモシプス根腐病防除技術

クロルピクリンくん蒸剤のマルチ畦内消毒を行う際に、畦の高さを15cm、マルチの裾

を15cm程度埋め込むことで、根のマルチ外への伸展が抑制されることにより初期感染が

遅延し、防除効果が高まる。かん水チューブによる畦内かん水または、かん水同時施肥

を行うことで、慣行の平畦栽培よりも10％程度増収。

作物名 品種名 育成機関名 　　品種の特性

べこごのみ
東北農業研究セ
ンター

○早生の飼料用イネで、既存の早生多収品種より５％以上多
収
○倒伏に強く、省力・低コストの直播栽培にも適する

やまのしずく
宮城県古川農業
試験場

○山間高冷地に適する早生品種
○「こころまち」より耐冷性が強く、収量性や食味も優れる

ゆきむすび
宮城県古川農業
試験場

○山間高冷地に適する早生品種
○「こころまち」より耐冷性・いもち病抵抗性が強い
○「低アミロース米」でさめても美味しく、おにぎり・加工
米飯への活用が期待できる

大豆 すずほのか
東北農業研究セ
ンター

○ダイズモザイク病抵抗性を有する納豆用の極小粒品種
○倒伏に強く、機械化適応性が高い
○栽培適地は東北全域

　りんご 秋田紅ほっぺ
秋田県農林水産
技術センター果
樹試験場

○９月上旬に収穫できる早生種
○同時時に収穫される早生種より貯蔵性に優れる

そば 会津のかおり
福島県農業総合
センター会津地
域研究所

○秋そば向きの品種で、10月上旬～中旬に収穫
○既存品種「信濃１号」より収穫量高く、粒揃いが良い
○製麺時は、水の浸透性が良く、延ばし時の割れが少ない

りんどう ふくしましおん
福島県農業総合
センター

○鮮やかな青紫色で、咲揃いが良く、姿形に優れる
○開花期は８月中旬～下旬
○中山間地での露地栽培に適している

水稲
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今後、重点的に研究を行う開発分野

○ 自給飼料生産技術の確立

輸入飼料の高騰に対応した飼料稲、ＷＣＳ（稲発酵粗飼料 、青刈りとうもろこし等の）

省力・低コスト・安定多収栽培技術、及び耕作放棄地放牧システムの開発を行う。

○ 水稲の省力・低コスト栽培技術の確立

近年の米価低迷の状況下 「グレーンドリル及びカルチパッカを汎用利用した乾田直、

播 「不耕起Ｖ溝直播 「鉄コーティング直播」等の東北地域に適応した水稲の省力・」、 」、

低コスト安定栽培技術体系を確立する。

○ 夏秋どりイチゴ生産技術の確立

寒冷・冷涼気候を利用し、夏秋季に不足する国産イチゴを安定供給するため、夏秋ど

りイチゴの生産技術を確立する。

○ 地域特産農産物の機能性を活かした食品の開発

食の安全・安心及び健康指向の高まりへの対応として、東北地域に豊富に賦存する地

域特産農産物の健康機能性の解明及び加工食品の開発を行う。

○ 有機農業の生産技術体系の構築

先行する民間技術を科学的に検証するとともに、機械除草、生物機能利用による病害

虫防除、有機質資源利用等既存技術を組み合わせて、持続可能な生産技術体系を構築す

る。
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コラム

産学官連携による取組

東北における農林水産・食品産業の産学官連携の研究開発は、工業・情報分野に比較する

と遅れている状況にあるが、大学や公設試験研究機関等の研究シーズ、民間企業の研究ニーズ

を行政が積極的にコーディネートすることで、今後の農林水産・食品産業における産学官連携

の加速が期待される。

このため、平成19年度は、企業・大学・独法・公設試験研究機関等の新たな研究成果・研

究シーズの紹介、ビジネス提案・製品の紹介及び技術移転等に関する交流の場を提供し、技術

の普及・実用化、共同研究、販路の開拓等の推進を図ることを目的に、東北農政局及び東北地

、「 」域農林水産・食品ハイテク研究会の主催で 東北アグリビジネス創出産学官連携フェア2007

を仙台市において約370名の参加のもと開催した。

、 、 、 、 、本フェアでは 企業 大学 試験研究機関 支援機関等全34機関によるブース出展のほか

産学官連携の取組に関する講演、競争的研究資金制度の説明、出展者によるショートプレゼン

テーション、産学官連携を希望する研究シーズの紹介も行われた。

「東北アグリビジネス創出産学官連携フェア2007」で発表された産学官連携事例の概要
山形大学地域共同研究センター副センター長　小野　浩幸氏

日東ベスト株式会社研究部次長　松田　企一氏

　村山総合支庁の支援を受け、地元の農産物を活かした商品の開発を目的に「むらやま食品加工推進グルー
プ」を発足。民間企業の商品企画開発・販売に対し、山形大学や山形県工業技術センターが技術的に支援し
「ラ・フランスパウダー」を用いた商品づくりに取り組み、地場食材である「ラ・フランス」の高付加価値
化を推進した。

　産学官連携の取組を県内全域に広げるため、山形県庁と連携し、県内３つの地域に産学官連携の拠点とな
る「サテライト」を設置。地域共同研究センターから各サテライトに担当者を派遣し、行政と連携して企業
訪問や技術相談（企業ニーズの掘り起こし）、セミナー、民間企業との共同研究等を推進している。

「地方行政に密着した産学官連携の展開と民間企業との共同研究の取組」

「企業と公設試験研究機関の連携による高付加価値食品の開発
                        ～ラ・フランスパウダーの開発と今後の展望～」
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１０ 農林水産物等の輸出促進の取組
（１）輸出の動向

東北の輸出状況は、りんご、りんどう、ながいも、米、日本酒を中心に増加傾向

農林水産物や食品の輸出については 「攻めの農業へ」と発想を転換した日本農業の、

取組として、近年急速に活発化している（表Ⅱ－64 。）

表Ⅱ－64

我が国における主な農林水産物の輸出実績

（単位：億円）

資料：財務省「貿易統計 （19年は速報値）」

東北においても、東北の豊かな自然から生産される、りんご、ながいも、コメ、りん

どう、日本酒といった多様で高品質な農林水産物や食品を、主に東アジア諸国へ輸出す

る取組が行われており、新規に輸出に取り組む生産者・食品事業者等が増えているとと

もに、主要品目の輸出数量が伸びている（図Ⅱ－42 。）

図Ⅱ－42

主要輸出品目の実績及び新規輸出取組者の推移（東北）

（単位：ｔ、Kl、千本）

資料：県聞き取りを基に東北農政局で取りまとめたもの （20年９月末現在）。

注：りんごの対象期間は当概年９月～翌年８月、ながいもの対象期間は当概年11月～翌年10月である。

ただし、日本酒は仙台国税局取りまとめ「酒税の輸出免税対象数量 。」

金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率

18年 3,739 13.0 1,946 9.8 90 ▲ 1.6 1,703 17.7

19年 4,338 16.0 2,221 14.1 104 15.6 2,013 18.2
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事例

いちご新品種「もういっこ 、海外へ初輸出［宮城県・亘理地区］」

いちごの生産量で東北一のＪＡみやぎ亘理では、特産品のい

ちごのブランド化を目指し、宮城県が仙台いちごの新品種と位

置付け平成17年に開発した「もういっこ」を香港へ輸出する取

組を開始した。同品種は、果実は比較的硬いため日持ちが良く

傷みにくいことから輸出に向く品種といわれており、県、同Ｊ

Ａ及びＪＡ全農宮城が三者共同で、この新品種を日本産果物の

人気が高い香港へ輸出することとした。

第一便は、19年１月20日に同ＪＡから成田空港まで300パック

（300グラム／１パック、価格450～500円（１パック、成田渡し ）が陸送され、１月22日に）

検疫を受け、23日に香港へ空輸した後、百貨店「香港そごう」で販売された。

その後、より円滑に輸出するための流通体制の整備を行い、５月13日から週１回300パック

を３週に渡り出荷しており、現地では、いちごの人気が高く好調な売行きを見せている。

本格的に出荷を開始した19年産は、38人の生産者で2.4ha（同ＪＡ管内のいちごの栽培面積

に占める割合は２％程度）栽培しており、今後、20年産で10ha、21年産で30haの増加を見込

んでいる。

19年は輸送体制を整備するため第一便以降５月上旬まで輸出を休止していたが、20年は、

１月～５月まで週１回と定期的に輸出する予定である。

輸出数量については、19年は１回300パックであったが、20年は1,000～1,500パックへ拡大

する見込みである。

現在は、流通体制上 「香港そごう」の仕入会社へ成田空港渡しで販売しているが、将来的、

には現地渡しで販売するなどコスト削減を目指していく。また、ＧＡＰ手法（農業生産工程

管理手法）の導入を図り、安全な農産物の安定的な供給と環境保全に取り組んでいくことと

している。

出荷した「もういっこ」
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特産の「もも」の輸出販路拡大を目指す［福島県・伊達市］

ＪＡ伊達みらい（大橋信夫組合長）では、特産のももを輸出

することで知名度のアップを図り、国内におけるブランド化を

進めることを目的に、平成17年度から台湾へももの輸出（約35

トン）を開始し、平成18年度には49トン、19年度には51トンと

海外向けの出荷量を増やしている。

同ＪＡでは、更なる輸出販路の拡大を図るため、果実と野菜

専門の国際見本市にもも等を出展した。

ドイツのイベント会社とイギリスの企業の共同主催で世界24

か国が参加し、果実と野菜専門の国際見本市「アジア・フルーツ・ロジスティカ」が、アジ

アでは初めて19年９月５日～７日にかけてタイのバンコクで開催された。

ＪＡ伊達みらいでは、地域特産のもも「あかつき 「川中島白桃 「ゆうぞら」を各20ケ」、 」、

ース（１ケース５kg）と、ぶどう「巨峰」３ケース（１ケース５kg）を空輸による二日間の

輸送で出展した。

出展ブースは、富士山や浮世絵など「日本」をイメージできる縦１メートル、横２メート

ルの大型ポスターを中心に日本情緒を感じさせる雰囲気をふんだんに取り入れたディスプレ

イとするなどの工夫を行った。

また、会場では浮世絵の美人画をあしらい、ももの色が映えるよう黒を基調としたデザイ

ンで、英文でＪＡやももの説明を加えたチラシ１千部を用意し、来場者に配布しＰＲを行っ

た。

今回の出展は、ももの鮮度保持の試験も兼ねた取組でもあり 「あかつき 「川中島白桃」、 」、

、 。は収穫したものを凍る手前で冷蔵保存し 品質の劣化を防ぐ特殊技術を利用し鮮度を保った

鮮度保持の試験も兼ねた取組であったが、開催期間中の品質には全く問題は見られず、試

食した各国の食品関連企業の関係者からの評判も良好だった。このため、新たな販路開拓に

つながることが期待されている。

同ＪＡでは、今回の見本市出展を機に今後、輸出代理店を窓口とした輸出販路の拡大と国

内でのさらなる知名度アップ、ブランド化を進め、農家の生産意欲の向上につなげていきた

いと考えている。

出店ブースの様子
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（２）東北地域の輸出促進の取組

相談窓口設置、商談会等開催、リーフレット作成等により東北地域の輸出拡大を支援

「 」 、 、新たな 食料･農業･農村基本計画 では 重要な施策のひとつに位置づけられており

「 」 、平成17年４月27日に設置された 農林水産物等輸出促進全国協議会 の輸出拡大目標に

５年で農林水産物・食品の輸出額を６千億円に倍増させることを掲げ、官と民が一体と

なった取組を推進している。18年９月には、この取組をさらに加速させ、25年までに１

兆円規模とする目標が定められた。

東北地域においても、17年９月６日に、県、関係団体、関係省地方機関等45会員によ

「 」（ 、「 」 。）る 東北地域農林水産物等輸出促進協議会 以下 東北地域輸出促進協議会 という

を設立し、19年６月15日に策定した「東北地域農林水産物等輸出促進戦略」により 「農、

林水産物等輸出相談窓口」の開設、東北産輸出農林水産物等を海外の消費者に紹介する

リーフレットの作成・配付、海外を活動拠点とする国内外の食品バイヤーを招聘した商

談会やシンポジウム等の開催による販路創出・拡大、普及啓発活動等、輸出促進の取組

を行った。

（３）産地の売り込み

積極的に活動範囲を拡大する産地の売り込み状況

輸出に取り組む各県、各産地においては、輸出品目の積極的な売り込みが行われた。

中国、香港、台湾、タイ、マレーシア等の東アジア及び東南アジアを中心に、それぞれ

の県が県産農産物を展示・商談・販売する活動が行われるとともに、ドイツ、アラブ首

長国連邦（ドバイ）等で開催された国際見本市への出展、ロシアにおける市場調査・テ

スト輸出など、青森県産りんごを中心に輸出先国・地域を拡大する動きが活発化してい

る（表Ⅱ－65 。）

また、中国、香港、シンガポールで、各県の特徴ある産品を揃えた合同商談会が行わ

れている （表Ⅱ－66）。
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表Ⅱ－65

県段階における主な輸出促進の取組

表Ⅱ－66

県が合同で実施した輸出促進の取組

県 主な実施主体 主な対象国・地域 主な品目 主な取組内容

青森県、青森県農林水産
物輸出促進協議会

アメリカ、中国、香港、ドイ
ツ、ロシア、ドバイ、台湾

りんご、ながいも等
市場調査、テスト輸出、バイヤー招聘、商
談、見本市出展、販売促進イベントの実施等

（社）青森県物産協会 香港、台湾、タイ 農水産物 物産展

青森県、（社）青森県り
んご輸出協会

中国 りんご 市場調査、展示・販売イベント

岩手 岩手県
中国、台湾、マレーシア、タ
イ

農水産物、加工食品
市場調査、展示・販売イベント、商談会、日
本食レストランメニュー提案等

宮城
宮城県、（社）宮城県国
際経済振興協会

台湾 農水産物、加工食品 見本市出展

県産材海外需要開拓推進
協議会

中国 木材製品 見本市出展、商談

秋田県 台湾 農水産物・加工食品 試食・販売イベント、バイヤー招聘等

秋田市、（社）秋田県貿
易促進協会

ロシア（ウラジオストック）
農産物加工品、日本
酒、ミネラル・
ウォーター等

商談会

山形県、山形県経済国際
化推進協議会

台湾、香港、タイ 販売促進イベント

山形県、山形県農林水産
物・食品輸出促進協議
会、山形県経済国際化推
進協議会

香港、台湾 商談会、販売促進イベント

全国農業協同組合連合会
山形県本部

台湾、香港 展示・商談、テスト輸出

福島県 中国 水産物・加工食品 ふくしま産品キャンペーン

県内企業、農業団体等 香港 農産物 ふくしま物産フェア
福島

青森

秋田

山形 農水産物・加工食品

県 実施主体 主な対象国・地域 主な取組内容

青森、岩手、秋田 東北北三県、北海道シンガポール事務所 シンガポール
バイヤー招聘、商談
会

岩手、宮城
宮城県、岩手県、（社）宮城県国際経済振
興協会、（社）岩手県国際経済振興協会

中国 商談会

宮城、山形
宮城県、山形県、(社)宮城県国際経済振興
協会、 山形県農林水産物・食品輸出促進
協議会、山形県経済国際化推進協議会

香港 試食会・商談会

東北６県 「東北フェアin上海」実行委員会 中国 試食会・商談会
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Ⅲ 豊かで住みよい農村の振興
１ 農村の現状
農村地域では過疎化・高齢化・混住化が進展

管内の総農家における農家人口（農家の世帯員数）は、昭和60年は319万９千人（全国

1,929万８千人）であったが、平成17年には201万人（全国1,133万９千人）となり、118

万９千人（全国795万９千人）減少した （図Ⅲ－１ 。。 ）

図Ⅲ－１

農家人口の推移（総農家）

資料：農林水産省「農林業センサス」

販売農家における農家人口を年齢別にみると、29歳以下の世帯員が昭和60年には104万

人で全世帯員数の37％（全国561万３千人：36％）であったのに対し、20年後の平成17年

、 （ ）には58万７千人減少し 全世帯員数の27％にあたる45万３千人 全国220万５千人：26％

となった。一方、65歳以上の高齢者は、昭和60年には44万人で全世帯員数の16％（全国2

64万３千人：17％）であったのに対し、平成17年では７万２千人増加し51万２千人で全

世帯員数の31％（全国264万６千人：32％）となっており、全国とほぼ同様に推移してい

る（図Ⅲ－２ 。）

図Ⅲ－２

年齢別世帯員数の推移（販売農家）

資料：農林水産省「農林業センサス」

注：ラウンドの関係で、計と内訳の計が一致しない場合がある。
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さらに、農家人口等が減少するなか、東北の農業集落は混在化が進展し（農業集落の

総世帯数に占める農家数の割合 、17年では、半数を超える農業集落で農家率（農業集落）

の総世帯数に占める農家数の割合）が50％を下回っている（図Ⅲ－３ 。）

図Ⅲ－３

混住化率別農業集落数割合の推移（東北）

資料： 農林水産省「世界農林業センサス（農業集落調査 「2005年農林業センサス（農村集落調査 」を基に）」、 ）

東北農政局で作成。

注： 混住化率(％)＝（非農家世帯数÷農業集落内の総世帯数）×100

東北では生活環境基盤の整備が立ち遅れている

東北の生活環境施設整備の状況をみると、特に下水道の普及（普及率68.4％ 、及び道）

路の舗装（舗装率64.1％）が遅れている（図Ⅲ－４ 。）

これらの整備の遅れが過疎化や高齢化率の高さの要因の一つとなっていると思われる

ことから、引き続きこれら生活環境基盤の整備を推進する必要がある。

図Ⅲ－４

生活環境施設整備の状況（平成17年度末）

資料：総務省「平成17年度公共施設状況調）

。注：1) 東北の市町村には仙台市は含まない

2) 全国の市町村には、政令指定都市、

特別区を含まない。

3) 下水道の普及率には、公共下水、コ

ミュニティ・プラント（小規模集中合

併浄化槽 、合併浄化槽、農林漁業集）

排を含む。
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２ 中山間地域等の振興
（１）中山間地域の現状

中山間地域は食料の安定供給のほか、多面的機能を有する重要な地域

中山間地域は、河川の上流域に位置し、傾斜地が多いなどの立地特性から、農業生産

活動による国土保全、水源かん養等の多面的機能の発揮を通じ、下流域の都市住民等の

生活基盤を守る重要な役割を果たしている。

また、中山間地域は、管内の総面積の68％、総耕地面積の45％、総農業産出額の50％

を占め、総人口の33％が居住しており、地域特性を活かして多様な農産物を供給するな

ど、管内の農業・農村の中でも重要な位置を占めている（表Ⅲ－１ 。）

他方、中山間地域は、過疎化、高齢化が進むなかで、自然的、経済的、社会的条件の

不利性から、平地農業地域に比べ、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機

能の低下が懸念されている。

このため、農林水産省では、中山間地域等直接支払制度をはじめ、農山漁村活性化プ

ロジェクト支援交付金などの各種支援策を講じ、中山間地域の農業振興や活性化対策へ

の取組を推進している。
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表Ⅲ－１

中山間地域の指標（平成17年）

資料：農林水産省「2005年農林業センサス 「耕地及び作付面積統計 「生産農業所得統計 、」、 」、 」

国土地理院「全国都道府県市町村別面積調 、総務省「国勢調査」」

注：1) 中山間地域とは、農業地域類型区分における中間農業地域と山間農業地域を合わせた総称。

中間農業地域とは、耕地率が20％未満で、都市的地域及び山間農業地域以外の市町村、または耕地率が

20％以上で、都市的地域及び平地農業地域以外の市町村。

山間農業地域とは、林野率が80％以上かつ耕地率10％未満の市町村。

2) 本表の農業地域類型別数値は、市町村単位（林野面積、農家数、農家人口、及び農業就業人口は旧市町

村単位）での集計数値。

3) 数値下の( )書きは農業地域類型別の構成比 〔 〕書きは総世帯数又は総人口に対する割合。、

中間地域 山間地域 中山間地域

232 145 92 53 2,395 1,204

(100.0) (62.5) (39.7) (22.8) (100.0) (50.3)

6,689 4,518 2,651 1,867 37,178 24,078

(100.0) (67.5) (39.6) (27.9) (100.0) (64.8)

8,840 3,996 3,037 959 46,920 20,300

(100.0) (45.2) (34.4) (10.9) (100.0) (43.3)

4,622 3,582 1,639 1,943 24,861 19,857

(100.0) (77.5) (35.5) (42.0) (100.0) (79.9)

33,396 9,866 7,863 2,003 49,566 6,050

(100.0) (29.5) (23.5) (6.0) (100.0) (12.2)

4,635 2,126 1,516 610 2,848 1,236

(100.0) (45.9) (32.7) (13.2) (100.0) (43.4)

〔13.9〕 〔21.6〕 〔19.3〕 〔30.4〕 〔5.7〕 〔20.4〕

9,677 3,178 2,562 616 127,768 17,410

(100.0) (32.8) (26.5) (6.4) (100.0) (13.6)

1,677 725 536 188 8,370 3,327

(100.0) (43.2) (32.0) (11.2) (100.0) (39.7)

千人 〔17.3〕 〔22.8〕 〔20.9〕 〔30.6〕 〔6.6〕 〔19.1〕

621 266 197 70 3,353 1,333

(100.0) (42.9) (31.7) (11.2) (100.0) (39.8)

　うち65歳以上 357 161 117 44 1,951 824

　H12比増減率 2.1 1.4 1.3 1.4 ▲ 5.2 ▲ 5.3

13,824 6,837 5,600 1,237 88,067 34,202

(100.0) (49.5) (40.5) (8.9) (100.0) (38.8)

5,324 2,241 1,799 442 20,234 7,792

(100.0) (42.1) (33.8) (8.3) (100.0) (38.5)

3,840 2,448 1,938 510 27,023 12,976

(100.0) (63.8) (50.5) (13.3) (100.0) (48.0)

　う　　ち　　米

　農　家　人　口（販売農家）

　う　ち　畜　産

千ha

億円

　総　　人　　口　（H17）

　農　業　産　出　額　（H17）

　総　世　帯　数　（H17）

　農　　家　　数

　農業就業人口

全　　　国

　市　町　村　数　（H17）

　総　　面　　積　（H17）

区　　　分 東北

千ha

中　　山　　間　　地　　域

　林　野　面　積　（H17）

　耕　地　面　積　（H17）

全国は
千戸
東北は
百戸

百ha
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＜コラム＞

農業は多面的機能を有する

農業は、食料を供給する役割だけでなく、その生産活動を通じた国土の保全、水源のかん

養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等様々な役割を有しており、これらの

役割による効果は、地域住民をはじめ国民全体が享受し得るものである。

農業は、農山漁村地域のなかで林業や水産業と相互に密接なかかわりを有しており、特に、

農林水産業の重要な基盤である農地、森林、海域は、相互に密接にかかわりながら、水や大

気、物質の循環に貢献しつつ、様々な多面的機能を発揮している。

農業、森林、水産業の多面的機能

資料：日本学術会議答申を踏まえ農林水産省で作成

農業の多面的機能の貨幣評価
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（２）中山間地域等直接支払交付金

全交付対象農用地面積は７万１千ha、うち75％が将来に向けた集落営農活動に取り組む

中山間地域等直接支払制度は、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸

念されている中山間地域等において、農業生産の維持を図りつつ、多面的機能を確保す

るという観点から、平成12年度に創設された。

特に17年度からは新対策として、自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備（機

械・農作業の共同化、認定農業者の育成、営農組織の育成、多面的機能の持続的発揮に

向けた非農家・他集落等との連携、集落営農化に向けた活動等）に向けた取組を重点的

に推進している。

19年度においては、当局管内231市町村のうち182市町村の4,709集落協定等に中山間地

域等直接支払交付金が交付され、その交付総額は89億5,881万円、交付対象農用地面積は

７万1,635haとなっている（表Ⅲ－２、表Ⅲ－３ 。 また、全交付対象農用地面積の約75）

％に当たる５万3,526haで体制整備に向けた取組を行っている（表Ⅲ－３ 。）

表Ⅲ－２

平成19年度中山間地域等直接支払交付金交付対象地域の状況

資料：平成19年度中山間地域等直接支払制度の実施状況（東北農政局調べ）

表Ⅲ－３

平成19年度中山間地域等直接支払交付金の実施状況（集落協定＋個別協定）

資料：平成19年度中山間地域等直接支払制度の実施状況（東北農政局調べ）

注： 体制整備とは、適正な農業生産活動等に加え、機械・農作業の共同化等の体制整備に取り組む

場合をいう。

区分 管内市町村数
対象農用地を
有する市町村数

基本方針策定
市町村数

交付金交付
市町村数

青森県 40 32 31 31

岩手県 35 34 34 34

宮城県 36 16 14 14

秋田県 25 24 22 22

山形県 35 34 34 34

福島県 60 55 47 47

東北 231 195 182 182

全国 1,793 1,128 1,054 1,038

うち体制整備 割合(%） うち体制整備 割合(%） うち体制整備 割合(%）

青森県 624 250 40.1 11,328 7,096 62.7 949,385 642,326 67.7

岩手県 1,232 921 74.8 22,184 19,708 88.9 3,391,203 3,090,422 91.2

宮城県 253 87 34.4 2,185 1,054 48.3 287,967 149,203 51.9

秋田県 605 321 53.1 11,286 8,578 76.1 1,158,942 916,686 79.1

山形県 547 319 58.4 8,334 6,459 77.6 1,216,957 986,710 81.1

福島県 1,448 686 47.4 16,317 10,632 65.2 1,954,364 1,357,517 69.5

東北 4,709 2,584 54.9 71,635 53,526 74.8 8,958,818 7,142,864 79.8

全国 28,708 13,570 47.3 664,540 527,729 79.5 51,698,153 38,404,974 74.3

区分
交付面積（ha） 交付金額（千円）協定数
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３ 農村の生活環境の整備
（１）農道の整備

生産性や農村の住環境の向上を図るため農道の整備を推進

農道整備事業は、高生産性農業の確立や農産物流通の合理化を図るほか、近年では、

農村社会の活性化・住環境の整備に果たす役割も大きく、広域的、基幹的な農道から末

端農道に至る総合的・体系的な整備を進めている。

、 （ ）本事業は 昭和40年に農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 農免農道整備事業

が創設されて以来、東北における農道整備事業及び農免農道整備事業による整備済総延

長は平成19年度までに5,532㎞（18年度までは5,519㎞）に達している（表Ⅲ－４ 。）

また、19年度の実施地区数はそれぞれ96地区（農道整備事業、農免農道整備事業及び1

7年度から実施されている道整備交付金による実施地区の計）となっている。

表Ⅲ－４

農道整備事業実施済延長

（単位：km）

資料：東北農政局農地整備課調べ。

注：四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

災害に強い農業・農村づくり

農地防災事業は、農地、農業用施設にかかわる自然災害の未然防止や自然的、社会的

状況の変化等に起因して低下した農地、農業用施設の機能を回復することによって、農

業生産の維持、農業経営の安定を図ることを目的として実施されており、地域住民の生

命、財産や公共施設を災害から守るなど地域の防災にも大きな役割を果たしている。

事業の種類としては、農地防災、農地保全、農村環境保全に大別され、農地・農業用

施設の受ける災害の形態に応じて必要な対策が選択できるよう各種事業制度が設けられ

ている。

東北管内では、19年度に国営総合農地防災事業１地区が完了し、補助事業として187地

区（18年度は220地区）を実施している。

事業名 18年度まで 19年度（地区数） 19年度まで

  広域農道   1,418 27 1,424

  一般農道   1,475 34 1,480

  農免農道   2,626 35 2,628

合　計 5,519 96 5,532
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（２）農業集落排水の整備

農村地域の生活排水処理施設の整備を推進

農業集落排水事業は、農業用用排水の水質保全、農村の生活環境の改善を図るととも

、 、 、 、に 公共用水域の水質保全に資するため 農業集落におけるし尿 生活雑排水等の汚水

汚泥又は雨水を処理する施設を整備している。

農林水産省では、土地改良長期計画（平成15年10月閣議決定）で設定された整備目標

（19年度末の農業集落排水処理人口普及率52％）を基本に農業集落排水事業の推進を図

っている。

、東北管内における19年３月末現在の農業集落排水処理人口普及率は58％となっており

、 。全国の普及率55％を上回るとともに 土地改良長期計画の整備目標を既に上回っている

しかし、都市部を含めた汚水処理施設全体の人口普及率は全国で82％、 東北管内でも

73％と農業集落排水処理人口普及率を大きく上回っており、都市と農村の汚水処理施設

の普及率の較差は依然解消されていないことから、遅れている農村地域の生活環境の改

善を促進するためにも、農業集落排水事業の一層の推進が求められている。

また、農業集落排水事業の近年の特徴として、老朽化対策や高度処理機能、施設監視

機能の追加などの既存施設の改善や機能強化対策への取組が増加している。

今後、未整備地域の整備促進を図るとともに、既存施設の改築、更新についても積極

的に推進する必要がある（図Ⅲ－５ 。）

図Ⅲ－５

農業集落排水施設の整備状況及び汚水処理施設の人口普及状況

注：1) 汚水処理の人口普及率（％）＝（汚水処理施設の処理人口／ 総人口）×100

2) 農業集落排水処理人口普及率(％)＝（農業集落排水事業による処理人口／農業集落排水事業の整備対象人

口）×100

農業集落排水施設の整備状況
(平成19年3月末時点)

55% 58%
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40%

60%

80%
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整
備
率

未整備

整備済

長期計画
目標値
（52％)

人口(千人) 普及率(％)

【全国】 6,257

3,435 55

【東北】 1,042

609 58うち整備済人口

項目

農業集落排水整備対象人口

うち整備済人口

農業集落排水整備対象人口

汚水処理施設の人口普及状況
（平成19年３月末時点）

82% 73%
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備
率
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整備済
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【全国】 127,053

104,680 82

【東北】 9,601

7,039 73
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うち整備済人口
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（３）地域用水機能に配慮した農業用水路の整備

景観・生態系の保全等の多面的な機能の発揮に配慮した用水路の整備を推進

農業用水は、農業生産以外に、生活用水、防火用水、消流雪用水、水質浄化用水、親

水・景観保全、生態系保全など地域用水機能を有している。

このような地域用水機能は、国民の価値観の変化や農村地域における混住化等の進展

のなかで、地域住民への憩いと安らぎの空間の提供等、その機能の一層の発揮が求めら

れてきている。

このため、地域用水を核とした農業水利

の多面的機能を発揮させるための総合支援

対策として地域用水環境整備事業を実施し

ている。

本事業では、農村地域に広範に存在する

水路、ダム、ため池等の農業水利施設の保

全管理又は整備と一体的に、地域用水の有

する多面的な機能の維持増進に資する魚巣

ブロック等の生態系保全施設、親水護岸等

の親水施設、四阿などの利用保全施設等の
あずまや

整備を行っており、平成18年度は22地区、19年度は17地区で事業を実施している。

なお、農業水利施設の維持管理は、従来どおり土地改良区・水利組合等が管理し、農

業水利施設と一体的に整備された利用保全施設等については地域住民で組織された維持

管理組合で管理し、市町村が管理費を負担する仕組みが定着しつつある。

宮城県 軽辺地区
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４ 都市と農村の共生・対流
（１）共生・対流の動向

都市と農山漁村が行き交うライフスタイルの拡大を支援する取組の推進

都市住民に対して、農山漁村で活動する機会や食と農への認識を深める契機を広く提

供するとともに、これを通じた農山漁村の振興を図るため、都市と農村の交流活動を促

進することが重要である。そのためには、受入側の農山漁村におけるソフト・ハード両

面での充実や、都市住民に対する都市と農山漁村の共生・対流に関する普及・啓発活動

が不可欠となる。

東北管内では、地域資源を活かしつつ都市と農山漁村との交流促進を図るため、 平成

16年10月に設置された「東北地域都市と農山漁村の共生・対流連絡協議会」での関係機

関との連携、農政局メールマガジンやホームページでの情報発信等により、地域推進体

制の整備、魅力ある農村空間の整備等を総合的に支援している。

また、19年12月に「グリーン・ツーリズムで元気に 」をテーマに、農山漁村の活性!!

化に向けた、宮城県知事とみやぎグリーン・ツーリズム推進協議会長と農政局長による

鼎談、20年２月にも、青森県知事とあおもりカムカム農山漁村ネットワーク会長と農政

局長による鼎談を行っている。

20年度から、総務省、文部科学省、農林水産省の３省が一体となって連携した取組と

して、小学校における農山漁村での長期宿泊体験活動を推進する「子ども農山漁村交流

プロジェクト～120万人・自然の中での体験活動の推進～」が始まることから、25年度の

本格実施に向けて、今後、受入れを希望する農山漁村地域への支援や情報の共有化等及

び関係機関による連絡組織体の構築等により、東北管内での定着を図るための取組を行

う必要がある。

（２）グリーン・ツーリズムの推進

28市町村で整備計画を策定し、グリーン・ツーリズムを推進

都市農村交流を担う人材の育成確保、情報発信力の充実強化、農村地域の魅力向上の

ための地域ぐるみの自発的な取組を支援することにより、グリーン・ツーリズムを推進

している。

平成18年度末までに、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律

に基づく、市町村における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備等に関する計

画を管内28市町村が策定し、管内の都市農村交流を目的とする公設宿泊施設における宿

泊者数は136万人（農政局農村振興課調べ：18年度）となっている。今後も、一層都市住

、 。民に対する情報提供を図るとともに 農村側の受入体制整備の推進に努める必要がある



*1 法律に基づいた市民農園とは、市民農園整備促進法に基づくもの及び特定農地貸付法に基づくものをいう。
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（３）市民農園

市民農園は年々増加傾向

市民農園とは、サラリーマン等農業者以外の人々が、小区画の農地を利用して野菜や

花等の栽培を行う場で、レクリェーション、自家消費用の野菜・花の栽培、高齢者の生

きがいづくり、児童の教育などの多様な目的で活用されている。

都市化とともに年々増大する市民農園に対するニーズに対応して 「特定農地貸付けに、

関する農地法等の特例に関する法律」により農地法の権利移動の許可の適用を除外する

、 。 、「 」措置が講じられ 一般市民に農地の貸付けが可能となった また 市民農園整備促進法

により、地方自治体が休憩施設等の施設の整った良質な市民農園の整備を促進する体制

が整えられた。

特に近年、都市住民等の自然志向や農業への関心の高まりなどから、全国的に農園利

用希望は増加の傾向にあり、それに応じて市民農園数も年々増加の傾向にある。

東北管内における法律に基づいた市民農園 は、平成19年３月末現在で計108か所が開*1

設されており、昨年と比べて11か所の増加となっている。県別には宮城県（23か所 、青）

森県（21か所）及び岩手県（20か所）が多く、開設主体としては農業協同組合よりも地

方公共団体による開設が多くなっている（図Ⅲ－６、表Ⅲ－５、表Ⅲ－６ 。）

図Ⅲ－６

法律に基づく市民農園の推移（平成19年３月末現在・東北）

資料：東北農政局農村振興課調べ。

表Ⅲ－５

市民農園整備促進法に基づく市民農園の開設状況（平成19年３月末現在・東北）

資料：東北農政局農村振興課調べ。

1 2 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 10 11 12 137
17

26 30 34 35
45 48 51 59 56 65 68

86 85
95

0
20
40

60
80

100

3.8 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 10.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3

市民農園整備促進法

特定農地貸付法

　
農園数 区画数 面積(ha) 農園数 区画数 面積(ha) 農園数 区画数 面積(ha) 農園数 区画数 面積(ha)

青森県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩手県 1 40 0.5 0 0 0 0 0 0 1 40 0.5
宮城県 10 717 15.6 0 0 0 0 0 0 10 717 15.6
秋田県 1 30 0.2 0 0 0 0 0 0 1 30 0.2
山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島県 0 0 0 1 50 0.3 0 0 0 1 50 0.3
東北計 12 787 16.3 1 50 0.3 0 0 0 13 837 16.6

合　　　　　　計地方公共団体 農業協同組合 農地所有者ほか
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表Ⅲ－６

特定農地貸付法に基づく市民農園の開設状況（平成19年３月末現在・東北）

資料：東北農政局農村振興課調べ

事例

スーパー農園を活用し、地域活性化を推進［秋田県・秋田市］

秋田市は、都市住民と農山村との交流を通じて、農山村地域

の活性化や市民の健康的な余暇利用等の促進を図るため 「秋、

」（ ）田市雄和奥椿岱地区第二市民農園 愛称：椿台スーパー農園

を平成19年５月にオープンした。

秋田市には、20㎡程度の規模で無料の市民農園が市内７か所

あるが、今後のグリーン・ツーリズム事業推進を図るため、や

すらぎ空間整備事業を活用し、トイレや水道施設、器具庫、休

憩棟等を完備した市民農園を18年度に新たに整備したものである。

広さは2.4ha（50㎡×137区画で、農園のＰＲを兼ね、広く一般から愛称を募集した。農園

、 。利用申し込みも多数あり 区画抽選を実施し利用者のほとんどが秋田市内の家族に決定した

利用者の中には、自分たちで作った安全な野菜を食べたいという家族や、退職後の生きがい

に借りたという夫婦等もおり、ほぼ全区画が契約されている。

同農園は、秋田空港や国際教養大学等に近いことから、秋田市内にとどまらず、他の都市

住民との交流も促進し、農園を活用した地域活性化策を推進していきたいと考えている。

　
農園数 区画数 面積(ha) 農園数 区画数 面積(ha) 農園数 区画数 面積(ha) 農園数 区画数 面積(ha)

青森県 13 1,226 12.0 0 0 0 8 404 4.0 21 1,630 16.0
岩手県 8 253 4.6 8 350 2.1 3 28 3.6 19 631 10.3
宮城県 9 298 3.7 3 122 1.1 1 20 0.2 13 440 5.0
秋田県 10 438 4.8 0 0 0 0 0 0 10 438 4.8
山形県 14 575 5.4 2 82 0.6 3 116 0.8 19 773 6.8
福島県 10 690 13.3 1 60 0.4 2 46 0.4 13 796 14.1
東北計 64 3,480 43.8 14 614 4.2 17 614 9.0 95 4,708 57.0

合　　　　　　計農業協同組合地方公共団体 農地所有者ほか

椿台スーパー農園
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５ 農作物鳥獣被害対策の展開
野生鳥獣による農作物被害は、全国的に、特に中山間地域を中心に発生しており、営

農意欲の減退、耕作放棄地の増加、里山の荒廃等を招き、これがさらなる被害を招く悪

循環となっており、地域農業を振興するうえで大きな阻害要因となっている。多くの被

害地域は過疎化、高齢化、狩猟者の減少等により個別の対応では被害軽減に結びつかな

いことから、地域が一体となった被害防止体制の整備が急務となっている。

東北地域における農作物鳥獣被害は20億円前後で推移

平成19年度の東北地域における野生鳥獣による農作物被害は17.4億円で、近年20億円

前後で推移している（表Ⅲ－７ 。）

19年度の鳥獣種別の被害金額上位３種を見ると、鳥類による被害はカラスが3.5億円で

最も多く、次いでスズメが2.4億円、ムクドリが1.1億円であった。獣類による被害はサ

ルが2.9億円で最も多く、次いでネズミが農産物価格の高いおうとう等の被害が多く見ら

れたため2.0億円、シカ（ニホンジカ及びカモシカの合算額）が1.4億円であった。例年

被害上位のイノシシによる被害額は0.9億円であった。

被害対象農作物は、鳥獣種ともに果樹の被害が12.0億円と最も多く、次いで野菜（2.1

億円 、イネ（2.0億円）の順であった（表Ⅲ－８ 。） ）

表Ⅲ－７

東北地域における農作物鳥獣被害の推移

資料：東北農政局農産課調べ。

被害面積（千ha） 被害量（千ｔ） 被害金額（百万円）

鳥類 獣類 計 鳥類 獣類 計 鳥類 獣類 計

15 14.2 2.4 16.6 4.9 7.5 12.4 919.1 764.2 1683.3

16 15.5 2.4 17.9 4.1 8.8 12.9 1094.3 989.8 2084.1

17 12.8 2.9 15.7 3.8 6.2 9.9 921.8 809.1 1730.9

18 10.3 2.9 13.2 3.4 9.7 13.1 1006.2 1106.3 2112.5

19 5.9 2.1 7.9 2.8 7.8 10.6 814.4 929.8 1744.2

年
度
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表Ⅲ－８

東北地域における野生鳥獣による農作物別被害金額（平成19年度）

（単位：万円）

資料：東北農政局農産課調べ 。。
注：小数点以下を四捨五入しているため、計が一致しない場合がある。

鳥類 イネ ムギ類 マメ類 雑穀 果樹 飼料作物 野菜 いも類 工芸作物 その他 合計

スズメ 2,341 0 13 1 21,792 0 13 0 0 0 24,161

カラス 4,342 2 565 0 23,711 341 5,550 59 75 13 34,658

カモ 4,636 0 49 0 12 0 70 0 0 0 4,767

ムクドリ 5 0 0 0 11,382 0 2 0 0 0 11,388

ヒヨドリ 7 0 0 0 4,637 0 26 0 0 0 4,670

ハト 98 11 405 0 34 0 52 0 0 0 599

キジ 2 0 8 0 55 0 61 0 0 0 125

サギ 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178

その他鳥類 10 3 0 0 599 0 1 0 0 282 894

小　計 11,619 16 1,040 1 62,221 341 5,774 59 75 295 81,440

獣類 イネ ムギ類 マメ類 雑穀 果樹 飼料作物 野菜 いも類 工芸作物 その他 合計

ネズミ 357 0 144 0 18,797 0 136 50 40 0 19,523

ウサギ 0 0 1 0 2,128 0 0 0 0 0 2,129

クマ 309 0 1 9 4,607 2,041 2,069 9 0 123 9,170

イノシシ 3,927 0 62 0 448 852 1,221 2,923 0 66 9,498

モグラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

サル 835 0 492 6 19,991 172 5,531 1,298 650 78 29,052

シカ 2,446 4 150 4 483 1,638 1,972 13 5 52 6,767

カモシカ 272 3 594 7 4,500 182 1,819 15 5 30 7,426

タヌキ 25 0 22 2 0 0 514 15 0 80 657

ハクビシン 26 0 18 0 6,628 101 1,723 1 5 7 8,509

アライグマ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ヌートリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

マングース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

タイワンリス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

キョン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他獣類 21 0 4 0 0 0 166 3 0 53 247

小　計 8,218 6 1,487 27 57,583 4,986 15,151 4,326 705 489 92,978

合　計 19,837 22 2,527 28 119,804 5,327 20,925 4,385 780 784 174,418
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平成19年度に鳥獣害防止対策事業を実施

、 、被害地域では 市町村の委託による猟友会の支援を受けて有害鳥獣捕獲を実施したり

電気柵やネット柵等の侵入防止柵を設置するなどして被害の軽減に努めている。

また、近年、電波受発信機や接近警戒システムの活用による野生鳥獣の追い払い、耕

作放棄地の刈り払いや里山の間伐、牛の放牧等による緩衝地帯の整備等の対策も各地で

実施されている。

農林水産省では、19年度に鳥獣害防止対策事業により、被害防止体制の整備や、個体

数調整、被害防除及び生息環境管理等の、地域の主体的な被害防止対策の取組に対して

支援を行った。

市町村を中心に、地域の関係機関が連携し一体となった被害防止体制の整備推進

全国の中山間地域を中心とする被害地域の中には、過疎化、高齢化、狩猟者の減少、

財政難等により、的確かつ効果的な対策を講じるのが困難な地域が多数存在する。

このように全国的に深刻化する被害の状況を受けて、被害対策の抜本強化を図るため

議員立法による「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する

法律（以下「特措法」という 」が平成19年12月14日に成立した。。）

今後は、地域の被害実態を把握しうる市町村が中心となり、地域の農林水産業団体、

猟友会、地域住民等の関係機関と連携し一体となって総合的かつ効果的な被害防止施策

を推進することとしている。

農林水産省においても、特措法の成立に合わせ、20年度に鳥獣害防止総合対策事業を

新設し、地域における被害防止体制の整備や具体的な被害防止対策の取組を支援するこ

ととしている。

　

     事業実施主体：農業団体、協議会

○捕獲の担い手の育成・確保

○有害捕獲機材の整備

　
　 事業実施主体：NPO法人、株式会社等

○周辺地域における意識啓発
○鳥獣害に関心を有する者の募集及
   び研修の実施
○被害防止活動の実施

　
　　　  事業実施主体：広域協議会

○被害防止対策に係る体制の整備、知
　識及び技術の向上
○地域参加型鳥獣害情報マップの作成
○総合的防除技術体系の実証及び確立

捕獲体制整備事業 地域連携ネットワーク事業

広域連携事業
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【特措法の概要】

・総合的かつ効果的な被害防止施策を推進し、農林水産業の発展と農山漁村の振興

に寄与することを目的

・国は、被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するための基本指針を作成

・市町村は基本指針に即して被害防止計画を作成

・国及び都道府県は、市町村が行う被害防止計画に基づく被害防止施策が円滑に実

施されるよう、市町村に対し財政支援等を実施
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Ⅳ 農業災害の状況
平成19年は、二つの台風、９月の前線等の影響による被害が発生

19年は、二つの台風、９月15日からの前線や台風第11号から変わった低気圧の影響に

よる被害が発生した。特に台風第９号では、山形県の果樹（西洋なし、リンゴ等）を中

心に大きな被害が発生した。また、９月15日からの前線等による大雨では岩手県、秋田

県の水稲を中心に大きな被害が発生した。

このため、東北農政局では、９月７日に「東北農政局台風９号災害対策本部」を設置

した。さらに同月18日には本対策本部を拡大し 「東北農政局台風９号及び豪雨災害対策、

本部」を設置し、20日、21日には被害の大きかった秋田県内の現地調査を行った 。。

農作物等の被害金額は69億円

19年の農作物等被害金額約69億円のうち台風によるものが約38億円、９月15日からの

前線等に伴う大雨によるものが約24億円とそれぞれ全体の55％、35％を占めている。

作目別にみると、果樹（樹体を含む）の被害が最も多く農作物被害の54％を占めてい

る。次いで水稲の24％となっている（表Ⅳ－１ 。）

表Ⅳ－１

気象災害による主な農作物等被害（平成19年・東北）

（単位：億円）

資料：東北農政局調べ（管内各県農業被害報告による 。）

注：営農施設等被害とは、耕種、園芸、畜産等関係施設被害である。

計 水稲 麦類
雑穀・
豆類

野菜 果樹
工芸
作物

飼料
作物

花き
その
他

家畜等 樹体

被害金額合計 69.1 7.9 61.1 14.9 － 2.9 5.8 27.2 0.9 1.0 1.3 0.5 0.7 6.0

台風 37.8 1.5 36.3 1.9 － 1.5 2.6 23.1 0.0 0.6 0.6 － 0.0 5.9

大雨 23.9 4.6 19.4 13.0 － 1.3 2.4 0.7 0.0 0.4 0.6 0.5 0.4 0.0

農作
物等

営農
施設等

区　分

農作物等被害

農業災害の状況Ⅳ
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農地・農業用施設等の被害金額は97億円

平成19年に発生した災害による農地・農業用施設等の被害額は約97億円であった（表

Ⅳ－２ 。その内、９月の台風９号により約22億円、秋田を中心とした９月15日からの前）

線等による大雨により約53億円の被害がもたらされた（表Ⅳ－３ 。）

表Ⅳ－２

豪雨等による農地・農業用施設等の被害額（平成19年）

（単位：億円）

資料：東北農政局防災課調べ。
注：1) 被害額は農地、農業用施設や海岸保全施設、地すべり防止施設、直轄災害に対するものである。

注：2) 四捨五入のため表の内容と計が一致しない場合がある。

表Ⅳ－３

農地・農業用施設等における主な災害の概要（平成19年・東北）

（単位：箇所、億円）

資料：東北農政局防災課調べ。

被 害 額 割 合 被 害 額 割 合

青 森 県 7.1 7.3 北 海 道 1.4 0.3

岩 手 県 18.9 19.4 東 北 97.3 18.3

宮 城 県 9.0 9.2 関 東 39.4 7.4

秋 田 県 46.9 48.2 北 陸 110.4 20.8

山 形 県 2.2 2.3 東 海 3.7 0.7

福 島 県 13.2 13.6 近 畿 26.6 5.0

計 97.3 100.0 中 四 国 36.6 6.9

九 州 210.7 39.7

沖 縄 5.1 1.0

計 531.1 100.0

区 分 区 分

東

北

全

国

うち農地 う ち 農 業 用 施 設

台風９号 ９月 1,785 22.4 3.8 18.6

９月15日からの前線
等による大雨

９月 1,539 53.3 19.3 34.0

被 害 額
区 分 災害の発生月 災害件数

農業災害の状況Ⅳ




